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 この供給条件は、当社の電気需給約款［低圧］または電気需給約款［低

圧］（中部エリア）（以下「需給約款」といいます。）と合わせて適用され、当

社のホームページ等に開示します。記載のない事項および用字用語について

は、需給約款の定めるところによります。 

この供給条件と需給約款で異なる定めをした場合は、この供給条件の内容

が需給約款に優先するものとします。 

 

１ 対象となるお客さま 

(1)  当社は、需給約款およびこの供給条件（以下「需給約款等」といい

ます。）にもとづき電気の需給契約を締結したうえで、電気を供給い

たします。 

(2) この供給条件は、次の地域を供給区域とする一般送配電事業者(以下

「当該一般送配電事業者」といいます。)が定める託送供給等約款（以

下「託送約款」といいます。）に定める接続供給により、当社が低圧

で電気を供給するときの供給条件を定めたものです。 

  イ 東京エリア 

    栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、

山梨県、および静岡県［富士川以東］ 

  ロ 中部エリア 

    静岡県［富士川以西］および長野県 

（3)  当社は、次のすべての条件を満たすお客さまで、当社との協議が整っ

たお客さまにこの供給条件を適用いたします。 

イ お客さまの需要場所が、当社が都市ガスまたは液化石油ガスを供給

可能な区域内であること 



ロ 電磁的方法(情報技術を利用した電子メール等をいいます。)により

提供するサービス（当社が指定するものに限ります。)の適用を受け

ること 

 

２ 使用電力量のお知らせ 

当社は、当該一般送配電事業者から受領した検針の結果を、電磁的方法によ

りお客さまにお知らせいたします。 

 

３ 支払義務発生日 

（1) お客さまの料金の支払義務は、原則として、託送約款に定める検針日（以

下「検針日」といいます。）の翌月に当社が電磁的方法により提供するサー

ビス上で電気料金をお知らせした日に発生いたします。ただし、検針日に

検針が行われない等の事情により、当該一般送配電事業者から検針の結果

等を検針日の翌日以降に受領した場合は、当社が検針の結果等を受領した

日の翌月に当社が電磁的方法により提供するサービス上で電気料金をお

知らせした日といたします。 

（2) 電気需給契約を解約した場合における、前回の電気の計量日から解約日

までの電気料金の支払義務発生日は、解約日の翌月に当社が電磁的方法に

より提供するサービス上で電気料金をお知らせした日といたします。 

 

４ 支払期日 

(1) お客さまの料金は、支払期日までに支払っていただきます。 

(2) 支払期日は、原則として、支払義務発生日が属する月の末日といたします。 

(3) 支払期日が日曜日または銀行法第 15条第 1項に規定する政令で定める  



  日（以下「休日」といいます。）に該当する場合には、当社は、支払期日を

翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する

場合は、さらに 1日延伸いたします。 

 

５ 料金その他の支払方法 

料金については毎月、工事費負担金等相当額その他についてはそのつど、当

社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。なお、支払方法は需

給約款 21（料金その他の支払方法）によります。 

 

６ 実施細目 

この供給条件の実施上必要な細目的事項は、需給約款等の趣旨に則り、そ

のつどお客さまと当社との協議によって定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

 

  



 

附 則 

 

1 実 施 期 日 

  この供給条件は、2026年 2月 25日から実施いたします。 

 

 

 

 


